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年齢/状態に合った場で予防活動

拠点に必要な機能
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年代別_予防の取組みの流れ

通いの場
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健康づくり
根拠：なし
主体：市町村
担当：健康推進課

がん検診等
根拠：健康増進法
主体：市町村
担当：健康推進課

後期高齢者健診
根拠：高確法
主体：後期高齢者医療広域連合
担当：健康推進課

(保険年金課)

介護予防事業
根拠：介護保険法

主体：市町村
担当：長寿介護課

特定健診
（国保）
根拠：高確法
主体：市町村
担当：健康推進課

(保険年金課)

特定健診
（社保等）
根拠：高確法
主体：各健保等

40
～
64
歳

65
～
74
歳

75
歳
～

フレイル
予防

認知症
予防

ﾛｺﾓﾃｨﾌﾞｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ
予防

高確法・・・高齢者の医療の確保に関する法律の略

保健・医療 介護

年代別_保健・医療・介護の制度概要一覧(現在)
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健康づくり
根拠：なし
主体：市町村
担当：健康推進課

がん検診等
根拠：健康増進法
主体：市町村
担当：健康推進課

後期高齢者健診
根拠：高確法
主体：後期高齢者医療広域連合
根拠：健康推進課

(保険年金課)

介護予防事業
根拠：介護保険法

主体：市町村
担当：長寿介護課

特定健診
（国保）
根拠：高確法
主体：市町村
担当：健康推進課

(保険年金課)

特定健診
（社保等）
根拠：高確法
主体：各健保等

65
～
74
歳

75
歳
～

高確法・・・高齢者の医療の確保に関する法律の略

保健・医療 介護

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について

医療ＤＢ 介護ＤＢ※令和２年～データベースも統合

健康保険法等の一部を改正する法律により令和２年４月１日から一体的実施となる。

→フレイル対策、新たな問診票活用等を検討する。庁内の企画調整機能を整理する。

40
～
64
歳

資料９

Ｒ1.7.31
第２回みよし市福祉・医療・介護拠点施設あり方検討会議


